
公共工事の入札結果
入札
契約
方法

契約日
【完成予定】

事　　業　　名
【事業場所】

契約金額
【予定価格】
（税込／円）

率
※ 契約業者 工事担当課

一般
競争
入札

９月４日
【３月】

萩川橋補修補強工事
【栃谷・山田地内】

82,701,000
【96,048,720】 86.10％ ㈱山口組 道路維持課

☎26-6385

９月４日
【３月】

森林管理道大達原
線開設工事
【大滝地内】

17,107,092
【20,000,000】 85.54% ㈱日新テクノ 大滝・地域振興課

☎55-0861

９月４日
【１月】

谷津川浄水場電気
計装設備更新工事
【荒川白久地内】

12,960,000
【13,814,280】 93.82% ㈲アザミ電気

水道部大滝・
荒川事務所
☎54-2397

９月４日
【３月】

万年橋補修設計業
務委託
【大滝強石地内】

6,202,440
【8,379,720】 74.02%

㈱建設技術
研究所
関東事務所

道路維持課
☎26-6385

９月17日
【３月】

（仮称）大中橋架設
工事（上部工）
【大滝地内】

239,511,600
【273,273,480】 87.65%

㈱富士ピー・
エス
関東支店

道づくり課
☎26-6864

９月30日
【１月】

尾田蒔小学校防球
ネット設置工事
【寺尾2375番地】

18,230,400
【20,466,000】 89.08% 駒井建設興業㈱

教育総務課
☎25-5227

９月30日
【３月】

幹線58号線道路改
築工事
【太田地内】

43,554,240
【50,654,160】 85.98% ㈱山口組 道づくり課

☎26-6864

指名
競争
入札

９月18日
【１月】

矢畑配水場電磁流
量計設置工事
【下吉田地内】

5,202,252
【5,977,800】 87.03% ㈲浅見設備工業

水道部吉田事務所
☎72-6085

９月18日
【１月】

森林管理道三峰線
改良工事
【三峰地内】

6,373,080
【7,500,000】 84.97% ㈱高野組 大滝・地域振興課

☎55-0861

入札
契約
方法

契約日
【完成予定】

事　　業　　名
【事業場所】

契約金額
【予定価格】
（税込／円）

率
※ 契約業者 工事担当課

指名
競争
入札

９月18日
【12月】

別所浄水場管理棟
屋根・ポンプ室屋
根防水改修工事
【別所538番地】

8,964,000
【9,980,280】 89.82% 守屋八潮建設㈱

水道部浄水課
☎25-5221
（秩父市水道お客様サ
ービスセンター経由）

９月18日
【２月】

兎田沢水路整備工
事
【下吉田地内】

7,213,773
【8,492,040】 84.95% ㈲なかの建設

道路維持課
☎26-6385

９月18日
【１月】

秩父市歴史文化伝
承館太陽光発電設
備等設置工事
【熊木町8-15】

19,440,000
【19,645,200】 98.96% 共和電機㈱ 建築住宅課

☎26-6869

９月30日
【１月】

原谷296号線道路路
肩整備工事
【黒谷地内】

6,328,800
【7,335,360】 86.28% ㈲山口土建 道路維持課

☎26-6385

９月30日
【12月】

中央278号線配水
管布設替工事
【中村町地内】

7,506,000
【8,722,080】 86.06% ㈲喜多園水道部

水道部工務課
☎25-5221
（秩父市水道お客様サ
ービスセンター経由）

随意
契約

９月４日
【１月】

尾田蒔小学校太陽
光発電設備等設置
工事
【寺尾2375番地】

19,872,000
【19,976,760】 99.48% 共和電機㈱ 建築住宅課

☎26-6869

９月11日
【１月】

国道299号配水管
布設替工事（宮側
町）
【宮側町地内】

8,694,000
【8,779,320】 99.03% 浅見建設工業㈱

水道部工務課
☎25-5221
（秩父市水道お客様サ
ービスセンター経由）

※印：一般競争入札、指名競争入札は「落札率」、随意契約は「契約率」を表します。
問工事の内容…表中の工事担当課、契約関係…契約課☎25－5216

「税を考える週間」
大切な税のことを、　　
考えてみませんか？

　国税庁で
は、「税の役
割と税務署
の仕事」を
テーマとし
て、税の役
割や適正・公平な課税と徴収の実現に向
けた国税庁・国税局・税務署の取り組み
について紹介します。
　また、国税庁HPにおいて社会保障・税番
号制度の導入の取り組みについて紹介す
るとともに、広く国民の皆さんから、税
務行政に対する要望等をお聴きするため
の窓口を開設しています。ぜひご意見を
お寄せください。
問秩父税務署☎２２－４４３３
　（自動音声案内２番）

給与所得者の個人住民税は、
「特別徴収（給与天引き）」で納税をお願いします。

事業主の方へ
　所得税の源泉徴収を行っている事業主の皆さんには、
毎月支払う給与から個人住民税（市・県民税）を差し
引き、従業員等に代わって市町村に納めることが法律
で義務付けられています。これを特別徴収といいます。
　埼玉県と県内すべての市町村では、個人住民税の特
別徴収による納付を徹底するため、平成27年度から、
該当するすべての事業所を、原則として「特別徴収義
務者」に指定する取り組みを進めています。
　事業主の皆さんには、11月下旬に特別徴収関連の通
知を送付しますので、内容をご確認の上、準備をお願
いします。
従業員の方へ
　特別徴収の推進により、個人住民税の納付方法が普
通徴収（自分で納付する方法）から特別徴収（給与か
らの天引き）に変わった場合、納税通知書は、事業主
経由で届きます。
問市民税課市民税担当☎２２－２２０９
　秩父県税事務所☎２３－２１２１
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